
地
域
医
療
を
守
る
た
め
の
医
療
従
事
者
不
足
対
策
お
よ
び
診
療
報
酬
の
更
な
る
引
き
上
げ
を

国
に
求
め
る
意
見
書
（
案
） 

 

わ
れ
わ
れ
の
医
療
圏
と
な
る
相
馬
地
方
に
お
い
て
は
、
少
子
高
齢
化
、
人
口
減
少
の
進
行
に
加
え
、
医
師
や
看
護
師
等
の
医
療
従
事
者
の
都
市
部
へ
の

偏
在
、
さ
ら
に
は
地
域
で
診
療
を
担
っ
て
き
た
医
師
の
高
齢
化
が
進
行
し
て
お
り
、
人
材
の
確
保
が
一
層
困
難
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
地
域

医
療
体
制
の
維
持
が
困
難
な
状
況
に
直
面
し
て
お
り
ま
す
。 

特
に
小
児
科
や
産
婦
人
科
等
の
診
療
科
、
救
急
医
療
、
在
宅
医
療
、
休
日
・
夜
間
診
療
等
の
分
野
で
は
、
限
ら
れ
た
医
師
に
過
重
な
負
担
が
集
中
し
て

お
り
、
加
え
て
高
齢
の
医
師
が
現
場
を
支
え
続
け
ざ
る
を
得
な
い
実
情
も
相
ま
っ
て
、
医
療
の
質
と
持
続
性
の
両
立
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

地
域
住
民
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
る
為
に
も
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
医
師
・
看
護
師
等
の
医
療
従
事
者
の
確
保
や
世
代
交
代
を
見
据
え
た
医
療
体
制

に
つ
い
て
、
国
に
よ
る
積
極
的
な
支
援
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
昨
今
の
物
価
高
騰
、
人
件
費
や
医
療
資
材
費
の
上
昇
は
、
公
定
価
格
で
あ
る
診
療
報
酬
に
よ
っ
て
運
営
し
て
い
る
地
域
の
病
院
や
診
療
所
の
経

営
を
圧
迫
し
て
お
り
、
現
行
の
診
療
報
酬
体
系
で
は
、
地
域
医
療
を
安
定
的
に
継
続
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。 

政
府
は
診
療
報
酬
改
定
に
あ
た
り
、
医
療
従
事
者
の
技
術
料
及
び
人
件
費
に
あ
た
る
本
体
部
分
を
令
和
八
年
・
九
年
度
の
二
年
間
平
均
で
「
プ
ラ
ス
三
．

〇
九
％
」
へ
引
き
上
げ
る
決
定
を
し
ま
し
た
が
、
地
域
医
療
を
持
続
可
能
な
も
の
と
し
、
か
つ
、
住
民
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
体
制
を
確
保
す

る
た
め
に
は
、
今
後
、
診
療
報
酬
の
更
な
る
引
き
上
げ
が
不
可
欠
で
す
。 

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
左
記
事
項
の
実
現
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
に
も
と
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
し
ま
す
。 

 

記 

 



一
、
相
馬
地
方
を
は
じ
め
全
国
的
に
充
分
な
医
療
体
制
の
確
立
が
困
難
な
地
域
に
対
し
、
若
手
医
師
・
看
護
師
等
の
医
療
資
源
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う 

 

養
成
や
派
遣
に
関
す
る
支
援
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

二
、
当
地
域
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
の
医
療
機
関
が
存
続
す
る
為
に
も
、
物
価
高
騰
や
人
件
費
上
昇
を
十
分
に
反
映
し
た
診
療
報
酬
の
更
な
る
引
き
上
げ 

お
よ
び
地
域
加
算
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
。 

   

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

  

令
和
八
年
三
月
十
九
日 

相
馬
市
議
会
議
長 
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